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は  じ  め  に  

 

子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かな

ものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの

であり、社会全体で子どもの読書活動を推進するための方策や環境整備を充実させ

ていくことが必要です。 

石川県では、平成１６年３月に「石川県子ども読書活動推進計画」を策定し、家

庭・学校・地域社会による子どもの読書活動の推進を図ってきたところです。この

間、学校では、「いしかわ学校読書の日」を中心とした全校一斉読書や学校読書ボラ

ンティアによる活動、図書館では、「子ども読書の日」及び「石川県子ども読書月間」

における様々な啓発行事の展開等、県内の読書活動推進の気運が高まってまいりま

した。 

また、令和３年３月には、「第二期石川の教育振興基本計画」を策定し、引き続き、

確かな学力の育成や心の教育・道徳教育の充実を目指して読書活動を推進していま

す。 

こうした取組を一層充実させるため、県では、この度、「石川県子ども読書活動推

進計画（第 4 次）」を改定いたしました。これは、国の「子供の読書活動の推進に関

する基本的な計画（第五次）」及び先の県計画期間中の課題等を踏まえ、子どもの発

達段階に応じた取組や子どもの読書への関心を高める取組の推進等、本県における

今後の施策の方向性と具体的な取組を示すものです。 

近年、インターネット・ＳＮＳ等の情報メディアの発達・普及による社会のデジ

タル化が進み、趣味や娯楽の選択肢が増えたことで、子どもの学校外における時間

の使い方が多様化しています。県としても、そうした動向を注視し、今後、状況に

応じて必要な取組を検討してまいりたいと考えております。  

県では、引き続き市町や読書活動推進団体等と連携・協力し、社会全体で子ども

の読書活動が推進されるよう一層努めてまいります。 

 

令和 6 年３月  

 

石川県教育委員会  

教育長  北野  喜樹  
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資料１  

資料２  



 

      基本方針  
 

 

１ 計画の目標 
 

 (1) 学校、家庭、地域社会での子どもの読書活動の推進  
        子どもが自主的に読書活動を行うことができるよう、学校、家庭、地域社会の子どもの

読書活動に携わる様々な団体、機関が連携・協力し、子どもの読書活動を推進します。  

 

  (2) 子どもの読書環境の整備 
    子どもが自主的に読書活動を行うようになるために、乳幼児期から本に親しむことが  

できる環境づくりを進めます。            

また、学校、家庭、地域社会においては、子どもが積極的に読書活動を行うことがで 

きるよう本に親しむ機会を提供し、読書環境を整備します。  

     

  (3) 子どもの読書活動に関する関係機関の連携・協力 
        子どもの自主的な読書活動を推進するために、啓発事業を積極的に行い、子どもを取

り巻く大人を含めて読書活動を推進する気運を高めるとともに、関係機関がその推進体

制を整備する等、連携・協力を進めます。          

  

  (4) 子どもの読書活動に対する理解の促進              

「子ども読書の日」を中心とした啓発広報や、優れた取組の奨励等を行い、県民が子 

どもの読書活動の意義や重要性について関心を持ち、推進する気運が高まるように努め   

ます。 

 

 

 ２ 計画の期間 

        

平成３１年度から概ね７年間   

 
 
３ 施策の体系                              

                                                         

 

   読書活動推進のための  １  家庭における子どもの読書活動の推進  

  方策及び環境整備      ２  地域における子どもの読書活動の推進  

（１）公立図書館 

（２）児童館、公民館 

（３）民間団体等 

                 ３  学校等における子どもの読書活動の推進  

                 （１）幼稚園、保育所等 

（２）小学校、中学校、義務教育学校、 

高等学校、特別支援学校 

                                      

  関係機関等の連携・協力 １   石川県における推進体制の整備  

                 ２   市町における推進体制の整備               

 

  理解の促進          １   「子ども読書の日」を中心とした啓発・広報  

                 ２   各種情報の収集・提供  

                 ３   優れた取組の奨励と優良図書の普及 
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      読書活動推進のための方策及び環境整備  
 

 

１ 家庭における子どもの読書活動の推進 

 

＜現状・課題等＞ 
子どもの読書習慣は日常の生活を通して育まれるものであり、子どもにとって最も身近な存

在である保護者が配慮・率先して、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積

極的な役割を果たしていくことが求められています。  

石川県では、子どもが幼児の頃に読み聞かせをする等、多くの保護者によって子どもが読書

に親しむためのきっかけづくりがなされています。しかし、小学生、中学生、高校生と成長す

るにしたがって、勉強や部活動等で忙しくなることにより、子どもが読書に費やす時間は減少

する傾向にあります。また、子どもと保護者が、一緒に本を読んだり本の話をしたりする機会

も減っていきます。そこで、保護者に対し、様々な機会を通じて、家庭での読書の重要性等に

ついて理解の促進を図ったり、支援を行ったりしていく必要があります。  

  

＜施策の方向＞ 

〇家庭における読み聞かせや子どもに読書を習慣付けることの重要性等について、保護者の 

理解促進を図るとともに、保護者が家庭での子どもの読書活動を進めるための支援となる  

各種取組を実施します。 

     

 

【具体的な取組】 

   〇保護者の理解促進及び保護者が家庭での読書活動を進めるための支援 

県では、読み聞かせ、ブックスタート※１、家読※2(うちどく)等、子どもと保護 

      者が共に読書を楽しむ取組を推進します。  

   学校の図書館だより等を通して、子どもの読書の意義や発達段階に応じた読書活  

動の重要性等について、保護者の理解促進を図るよう、学校を促します。  

      県立図書館では、こどもエリア内のはじめてのえほんコーナーを、乳幼児と保護 

者が一緒に絵本とふれあったり、保護者が子どもの本について学んだりする場とし 

て提供します。 

絵本やわらべうた等により乳幼児と保護者のコミュニケーションを図る「あか 

ちゃんから楽しむおはなし会」等を実施し、子どもと保護者が共に本に親しむ機会 

を提供します。 

絵本の選び方や読み聞かせの方法等、子どもの読書についての保護者の相談に 

応じます。 

       子育て学習等に関する講座において、講師派遣や講師紹介等、講座主催者の相談 

に応じます。 

       子どもを持つ保護者や、これから保護者になる人に向けて、子どもの読書につ   

      いて知識や関心を深め、理解を促進するための研修会や講演会を実施します。  

 

 

 

２ 地域における子どもの読書活動の推進 

  

（１）公立図書館 
 

＜現状・課題等＞ 
図書館は、子どもが読みたい本を自由に選び、読書の楽しさを知り、本を通して知識を得 

ることができる場所です。このため、子どもが身近な場所で本を手に取ったり、情報を容易 
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に入手したりできるよう、図書資料等の充実、施設設備の整備や関連施設との連携を図る等、 

様々な取組が求められています。また、子どもへのサービスの充実のためには、県内全ての 

公立図書館で、子どもの発達段階に応じた選書や子どもの読書活動推進のための取組ができ 

るよう、児童担当職員の資質の向上が望まれます。  

地域に住む子どもたちの中には、障害があるために図書館の利用が困難な子どもや、図書 

館を利用する上で特別な配慮を必要とする子どもがいます。一人一人の子どもが本と出合 

い、本に親しみ、読書の楽しさを知るためには、一人一人の子どもの障害や困難に配慮し、 

多様なサービスの提供、諸条件の整備・充実が必要です。  

子どもがより本に親しむためには、図書館の外でも、より多くの場所で本に出合うことが

必要です。そのためには、地域の活動団体、学校、幼稚園、保育所、認定こども園、児童

館、公民館等の関係機関と図書館が連携・協力し、地域の様々な場所で子どもが本に出合え

るように環境を整備することが望まれます。また、子どもの読書活動推進のためには、子ど

もに関わる大人が読書活動への理解を深めることが重要です。さらには、家庭、学校、地域

社会等で子どもの読書活動推進に関わる指導者の育成が求められていることから、理解促進

や人材養成のための研修会や講演会等を開催する必要があります。  

県立図書館は県内の図書館の中核として、市町立図書館との連携・協力を強化し、学校や  

関係機関とも協力しながら、県内全域で、子どもの読書活動を推進するためのより充実した  

サービスが実施されるように努める必要があります。また、「図書館の設置及び運営上の望 

ましい基準」(平成２４年文部科学省）に基づいた環境整備がなされるよう、市町立図書館へ  

の支援を一層図る必要があります。 

                      

＜施策の方向＞ 
〇子どもが本に興味を持ち、読書への関心を高め、各発達段階に応じた多様な読書の機会を  

得ることができるよう、サービスの一層の充実を図ります。 

 〇子どもの読書活動推進のため、必要な蔵書の充実を図り、電子書籍等の新しい出版動向に

も留意して、読書環境の整備・充実に努めます。 

 〇多様な子どもの読書活動の推進のため、資料等の充実を図り、特別支援学校及び関係機関

等との連携・協力を検討します。 

 〇子どもの読書に関わる大人に対して、子どもの本や子どもの読書活動に関する情報の提供 

  等を行い、子どもの読書活動推進のための人材を育成します。 

〇県内全域で子どもの読書活動を推進するために、公立図書館、学校図書館、関係機関等と 

の連携・協力を図ります。 

〇県内全域で図書館サービスが円滑に行われるよう、図書館のデジタル化、ネットワーク化 

を促進します。 

  

 

【具体的な取組】 

    ①多様な読書の機会の提供 

各発達段階に応じて子どもが様々なジャンルの本に出合い、読書の幅を広げ、  

読書を楽しんだり、目的に沿った本を選んだりできるよう、おすすめの本を展示 

し、SNS やホームページ等で紹介します。 

子どもが本や読書に親しむためのおはなし会や図書資料を使用したワーク  

ショップ等各種行事を実施したり、図書の展示を行ったりします。 

 

②図書資料の充実と提供 

子どもが様々な本と出合い、読書の喜びを見出したり、知的好奇心を満たした 

りすることができるように、幅広い分野から選書し、図書資料の充実に努めます。 

また、特別な支援が必要な子どもたちのために、外国語図書資料、障害者向け図 

書資料を収集します。 

県立図書館の図書資料は、直接来館する子どもの読書推進のみならず、市町立  

図書館や学校図書館等の資料整備の支援、関係機関・団体やボランティア等の研 

究・活動の支援にも資することを考慮して選書し、蔵書の充実を図ります。また、 

県内公立図書館の資料保存センターとして図書資料の保存に努めます。 
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収集した図書資料は、直接来館する利用者に提供するとともに、市町立図書館 

支援及び学校図書館支援サービス等を通して広く県民に提供します。 

 

    ③多様な子どもの読書活動推進の支援 

多様な子どもの豊かな読書活動を支援するために、さわる絵本、大活字本、点 

字資料、LL ブック※３、布絵本、デイジー図書※4 等を積極的に収集します。また、 

多様な子どもが読書をする際に必要な読書支援器具をそろえることに努めます。 

 多様な子どもたちの読書活動には、電子書籍等が有効な手段になり得ることか 

ら、出版動向を調査し、導入について検討します。  

 多様な子どもが図書館を利用する際には、必要な介助を行い、筆談等適切な方 

法によりコミュニケーションを図るように努めます。  

多様な子どもの読書活動を充実させるため、特別支援学校及び関係機関等との 

連携・協力体制の整備を検討します。 

  

④読書環境の整備 

   年齢や発達段階、障害の有無等に関わらず、全ての子どもとその保護者が安心 

して図書館を利用できるように施設・設備を整え、快適な雰囲気の中で子どもが 

本に親しむことができるように読書環境の整備に努めます。  

 

⑤子どもの読書活動推進に関わる人への支援及び人材育成 

子どもの本や子どもの読書の意義等に関する研修会や講演会を通して、県内全 

域での子どもの読書活動への関心を高め、理解を促します。  

研究者や学生、教育・保育に携わる人や司書、読み聞かせボランティア等、子

どもの読書活動推進に関わる人たちの調査・研究・活動の支援を行うため、県立

図書館のこどもエリア内に「こども読書サポートルーム」を設置し、児童図書研

究部門を強化します。 

県立図書館のホームページ「子どものページ」「子どもの読書に関わる人の  

ページ」等を通して、子どもの読書活動に関する情報提供機能の充実を図ります。 

子どもの読書に関わる人材の養成及び資質向上のため、公立図書館の児童担当  

職員や学校司書※5、ボランティア等を対象とした専門的な研修会を実施します。  

 

⑥市町立図書館及び学校等関係機関との連携  

市町立図書館、学校、幼稚園、保育所、認定こども園、児童館、公民館、民間団  

体等への図書資料の提供やレファレンス・サービス※６の充実を図ります。また、 

研修会等への講師派遣や、環境整備の支援のために、子どもの本の選書、図書室 

・図書コーナーの配架方法や運営の相談に応じたり、子どもの読書に関わる情報  

を提供したりします。 

 県立図書館と市町立図書館は、役割を分担し、相互に連携・協力した図書資料  

の整備を図ります。 

 市町立図書館等と全国の関係機関との連携・協力を支援します。  

 学校との連携・協力を推進するために、児童・生徒用の読書活動に使用する図  

書だけではなく、教職員向けの図書も積極的に収集し、提供します。 

クラス単位、学年単位での県立図書館への訪問・見学を受け入れ、幼児・児童  

・生徒の図書館利用や読書活動推進を支援します。  

県立図書館職員による県立学校等への訪問や学校図書館担当職員が集まる研修  

会への参加等を通して、学校図書館の詳しい状況の把握に努め、学校図書館担当  

職員との連携を図ります。     

    

  ⑦図書館間ネットワークの整備・活用、デジタル化の促進 

横断検索の拡充等により、県内の図書館間のネットワーク化の促進を図ります。 

横断検索システムや図書館ネットワークを効果的に運用するため、学校図書館  

での活用を促進し、児童・生徒の図書館利用のさらなる向上を図ります。  
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⑧運営等への評価  

家庭、学校、地域社会での読書活動の推進のために、運営の状況に関する評価  

等を実施し、サービスの一層の充実を図ります。 

    
⑨公立図書館での取組の促進 

     石川県公共図書館協議会※７と連携して、子どもの読書活動推進のための様々な

取組が推進されるよう、公立図書館を促します。 

 
 

（２）児童館、公民館 
 

＜現状・課題等＞ 
児童館は、児童福祉法に基づき子どもに健全な遊びを与えて、その健康を増進することや情

操を豊かにすることを目的として設置された施設です。  

児童館の図書室では、絵本や物語等の図書資料の閲覧・貸出しを行っているほか、保護者や

地域のボランティアによる読み聞かせや、おはなし会等を行っているところもあり、これらの

活動は子どもが読書に親しむ重要な契機となっています。 

  また、公民館の図書室は、身近な読書活動を行う施設として地域の中心的読書施設としての  

役割を担っている場合が多く見受けられることから、図書館と連携し、図書の整備に努めるほ 

か、地域のボランティア等多様な人々と連携・協力し、読み聞かせ等、子どもの読書活動の機 

会を提供する取組の実施に努めることが望まれています。  

今後も、児童館や公民館等における子どもの読書活動推進のための取組を更に充実すること 

が期待されています。 

 

＜施策の方向＞ 
〇本の紹介や「子ども読書の日※８」における行事、地域のボランティアによる読み聞かせ 

やストーリーテリング等の諸活動が推進されるよう、促します。 

 

【具体的な取組】 

①優良図書の推奨や目録の配布 

 

②活動等への支援 

公民館や児童館での子どもの読書活動推進のための取組や読書環境の整備を支 

援するため、図書資料の貸出しを行ったり、選書や図書室・図書コーナーの配架  

方法・運営等についての相談に応じたりします。 

 
 
（３）民間団体等 
 

＜現状・課題等＞ 

民間団体等（ＮＰＯや社会教育団体、企業、読書グループ等）は、子どもが読書に親しむ様々

な機会を提供する等、子どもの自主的な読書活動の推進に大きな役割を担っています。  

   県内では、各地域で家庭・地域文庫※９、読書グループ等による文庫活動や読み聞かせ、ス 

トーリーテリング※1０、本の紹介等が行われています。      

そこで、これら民間団体等に対しては、その取組状況を把握するとともに、研修の機会や活

動の場の提供等を通した支援を行う必要があります。  

                   

<施策の方向> 
〇民間団体等の活動推進のため、活動の場の提供、研修等の実施、子どもの読書活動関連情 

報の提供等を通じて、民間団体等を支援します。 

〇民間団体等の全県的な読書ネットワークの構築を図ります。 

 

【具体的な取組】 
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①活動等への支援及び読書ネットワークの構築 

民間団体等に対し、図書資料の貸出しや情報提供を行うほか、研修会等へ講師 

派遣、研修の機会や活動の場の提供、活動の相談に応じます。  

市町立図書館に対して、民間団体等との連携・協力の推進を図るよう促します。 

 

②助成金に関する情報の周知 

子どもの読書活動を推進する取組を行おうとする民間団体等に対し、「子ども 

ゆめ基金※11」について周知します。 

 

 

 

 ３ 学校等における子どもの読書活動の推進 

  

（１）幼稚園、保育所等 
 

＜現状・課題等＞ 
幼稚園や保育所、認定こども園等（以下、幼稚園等）においては、幼稚園教育要領や幼保連

携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針等に基づき、乳幼児が絵本や物語に親しむ

活動を積極的に行うことが期待されます。また、幼稚園等で行っている子育て支援活動の中で

も、読み聞かせ等を推進するとともに、保護者に対し、読み聞かせ等の大切さや意義を広く普

及することが求められます。 

 また、乳幼児が安心して図書に触れることができるようなスペースの確保や発達段階に応じ

た図書の選定、乳幼児が絵本等に触れる機会を多様化（地域のボランティアによる読み聞か

せ、異年齢交流による小中学生による読み聞かせ等）することも望まれています。  

 そのため、幼稚園等における図書の整備への支援や、絵本等に親しむ活動の充実や工夫を促

す等の取組が必要です。 

 

＜施策の方向＞ 

〇幼稚園等の要望に応じて、乳幼児が絵本等に親しむ活動（読み聞かせ、本の紹介等）や環 

境整備を支援します。 

〇乳幼児期の読み聞かせの重要性等について、幼稚園等の教職員・保育士、保護者等に理解 

の促進を図るとともに、ボランティアに対してもその活動が促進されるよう、啓発を図り 

ます。 

 

 

【具体的な取組】 

①活動等への支援 

乳幼児の発達段階に応じた図書の選定に協力し、図書室や図書コーナーの配  

架方法や運営等についての相談に応じます。  

幼稚園等の申込に応じて読み聞かせ講師を派遣する「思いやり絵本読み聞かせ  

講師派遣事業※１２」を実施します。  

 

②教職員等の理解促進 

幼稚園等の教職員や保育士等の子どもの読書活動に対する意識の高揚を図り、  

乳幼児の読書活動が活発に行われるよう、幼稚園等の要望に応じて研修会等へ講  

師派遣を行います。その際には、読み聞かせ方法等の相談に応じます。 

 「絵本センターのつどい※１３」（「絵本ホームライブラリー運動※１４」の一 

環）を開催し、幼稚園等の教職員、読書グループに所属する人等を対象に絵本の 

読み聞かせについての理解を促進します。  

 

（２）小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校 
 

＜現状・課題等＞ 
子どもが生涯にわたって読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を形成していく上で、学校はかけ
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がえのない大きな役割を担っています。学校教育法（昭和２２年法律第２６号）においては、
義務教育として行われる普通教育の目標のひとつとして「読書に親しませ、生活に必要な国語
を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと」（第２１条第５号）が規定されています。
平成２９年及び３０年に告示された学習指導要領においても、言語活動等を充実するとともに、
学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童生徒の自主的・自発的な読書活動を
充実することとされています。 

学校教育において欠くことのできない基礎的な設備である学校図書館は、読書センター・学
習センター・情報センターとしての機能を有しています。読書活動の推進のために活用される
ことに加え、調べ学習や新聞を活用した学習等、各教科等の様々な授業で活用されることによ
り、学校における言語活動や探究活動の場となり、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた
授業改善に資する役割が一層期待されています。 

国の「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画（第五次）」においては、基本方針とし
て、急激に変化する時代において、必要とされる資質・能力を育む上で、読解力や想像力、思
考力、表現力等を養う読書活動の推進は不可欠であり、全ての子どもたちが読書活動の恩恵を
受けられるよう以下の点を考慮し、社会全体で子どもの読書活動を推進しています。一つ目は、
不読率の低減、二つ目は、多様な子どもたちの読書機会の確保、三つ目は、デジタル社会に対
応した読書環境の整備、四つ目は、子どもの視点に立った読書活動の推進です。  

石川県では、第四次計画期間において、子どもが自主的に読書に親しむことができるよう、
読書活動の推進を図ってきており、ほとんどの小学校、中学校において、「朝の読書」等の一
斉読書の取組が行われております。１２学級以上の全小学校、中学校、高等学校において司書
教諭※１５の発令が行われ、ほとんどの小学校、中学校、高等学校で学校司書が配置されていま
す。また、学校読書ボランティアの団体数・所属人数が増加しています。高等学校においては、
書評合戦（ビブリオバトル※１６）を実施する学校が増加しており、新たな読書推進活動として
定着しつつあります。 

このように、読書活動の推進に向け、取組を充実させ、物的・人的環境を整備する中、平日
に読書をする児童生徒が増加傾向にあり、学校図書館や地域の図書館を利用する児童生徒も多
い状況にある等、読書を好む児童生徒が増えています。  

これらのことから、本県における様々な取組や環境整備により、子どもが自主的に読書に親
しむことについては、一定の成果があがったと言えます。一方で、学年が上がるにつれて読書
離れが進む傾向にあり、読書に関わる意欲や習慣を継続する取組を工夫することが求められま
す。 

 

＜施策の方向＞ 

〇全ての子どもが自由に読書を楽しみ、読書の幅を広げていくことができるよう適切な支援 
を行うとともに、そのための環境を整備します。その際、子どもの読書の量を増やすこと 
のみならず、読書の質も高めていきます。 

〇子どもの発達段階や学校段階に合わせた取組、特に中学生・高校生の読書への関心を高め 
る取組を充実させ、子どもの自主的・自発的な読書活動をより一層推進します。  

〇子どもの読書活動を教育課程に位置付け、各教科・領域等の学習において、学校図書館を 
計画的・効果的に活用します。 

 

【具体的な取組】 

①発達段階ごとの効果的な取組を推進～読書習慣の形成に向けて～  
小学校、中学校、高等学校等の各学校段階において、子どもが生涯にわたる読  

書習慣を身に付け、読書の幅を広げるため、読書の機会の拡充（図書の紹介、読 
書経験の共有等）により、様々な図書に触れる機会を確保します。  

乳幼児期：絵本や物語を読んでもらい、興味を示すようになる  等 
小学生期：多くの本を読んだり読書の幅を広げたりする読書  等 
中学生期：内容に共感したり将来を考えたりする読書 等 
高校生期：知的興味に応じた幅広い読書  等 

 
②読書習慣の形成、読書の機会の確保 
ⅰ）読書習慣の形成、読書の機会の確保に向けた取組  

毎月２３日の「いしかわ学校読書の日」を中心に、多様な読書活動を推進し  
ます。 
（例）全校一斉の読書活動、読書目標の設定[冊数・分野等]、子どもによる図書 
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   紹介、推薦図書コーナーの設置、機を捉えた活動 
         

ⅱ）児童生徒の主体的、意欲的な読書活動の充実 
特に、高校生の時期の子どもの読書への関心を高めるためには、友人等の同 

世代の者とのつながりを生かした子ども同士での活動も有効であり、下記のよ  
うな活動を子ども同士で行うことも考えられます。  
（例）相互の図書紹介、読書会、ペア読書※1７、ストーリーテリング、アニマシ 

オン※１８、書評合戦（ビブリオバトル）、図書委員等児童生徒の関与、 
子ども司書 

 
③各教科等の学習における計画的な活用 

学習の基盤となる言語能力を育成するため、学校全体における言語環境を整え、 
国語科を要として、各教科等の特質に応じた言語活動を充実するとともに、言語  
能力を向上させる重要な活動である読書活動を充実します。各教科等において、 
学校図書館の機能を計画的に活用し、「主体的・対話的で深い学び」の視点から  
の授業改善を図るとともに、児童生徒の主体的・意欲的な学習活動や読書活動を  
充実します。 
 

④多様な子どもの読書活動の推進 
多様な子どもは、特別支援学校のみならず通常の学校にも在籍していることを 

踏まえ、全ての学校において多様な子どもも豊かな読書活動を体験できるよう、 
一人一人の教育的ニーズや個に応じた配慮をします。子どもの興味・関心の広が 
りや知的好奇心の高まりに応じ、読書の幅も広がりますが、情報の取り出し方に  
難しさがある場合や内容の理解に難しさがある場合等、困難さの状況は様々です。 
個々の状況に応じて図書の選び方・触れさせ方を工夫し、充実した読書活動を保  
障します。 
（例）・選書を工夫する 

（大きさ・重さ・紙質等図書の扱いやすさ、文字の大きさ、挿絵や写真等 
の文字以外の情報、色使い、行間の取り方、仮名表記やルビの有無、情 
報量） 

・内容理解のための支援を工夫する  
（読み聞かせ、動作化、役割読み、劇化、具体物の提示、補助資料の提示） 
・様々な形態の図書館資料の整備を図る  
（点字図書、音声図書、拡大文字図書、ＬＬブック、マルチメディア、デ 

イジー図書、電子図書等） 
・視聴覚機器や視覚補助具を活用する  
（スリット※１９等読書補助具、拡大読書器等） 
・人的支援の活用 
（ボランティアによる読書支援等） 
・視覚障害教育情報ネットワーク※2０の活用 
 

⑤資料の整備・充実 
児童生徒の豊かな読書経験の機会を充実していくため、児童生徒の知的活動を 

増進し、様々な興味・関心に応える魅力的な学校図書館資料を整備・充実させま 
す。また、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習（探究）の時間、特別活動 
において多様な教育活動を展開していくためにも、学校図書館資料を充実し、児 
童生徒の健全な教養の育成に資する資料構成と十分な資料規模を備えます。  
（様々な媒体の例） 

図書、雑誌、新聞、ＣＤ・ＤＶＤ等視聴覚資料、電子資料（ＣＤ－ＲＯＭ・ 
ネットワーク情報資源等）、ファイル資料、パンフレット、自校独自の資料、 
模型等 

 
⑥デジタル化の推進  

学校図書館にコンピュータを整備し、学校図書館図書情報をデータベース化し 
たり、他校の学校図書館や図書館とオンライン化したりすることにより、図書の 
共同利用や資料の検索、多様な興味・関心に応える図書の整備等が可能となるよ 
うにします。 
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⑦人的体制の整備 
子どもの読書活動の推進に当たっては、読書の楽しさや本のすばらしさ、本を  

使って調べ学ぶことを教える大人の存在が重要です。本の世界の案内役となる専  
門的な知識・技能を持った職員がいることで、学校図書館は、一層その機能を発  
揮することが可能となります。 

学校図書館の運営は、校長のリーダーシップの下、計画的・組織的になされる  
よう努めます。司書教諭が中心となり、全ての教職員、学校司書、地域のボラン 
ティア等が連携・協力して、それぞれの立場から、学校図書館の機能の充実を図  
り、児童生徒の学習活動・読書活動を推進していく体制を整備します。校内研修  
や研究会等を通じた教職員間の連携を促すとともに、読書指導に関する研究協議  
や先進的な取組例の紹介等により、教職員の意識の高揚や指導力の向上、学校図  
書館を活用した指導の充実等に努めます。  

 
⑧連携・協力 

学校が家庭・地域と連携して地域ぐるみで子どもの読書活動を推進します。幅  
広い地域住民等の「地域学校協働活動」として実施される学校図書館の支援や読 
み聞かせの実施等の活動を推進することを通じて、地域の図書館との連携や子ど 
もの読書活動の充実を図ります。また、公立図書館や他の学校の学校図書館との 
連携・協力体制を強化し、相互貸借※2１等を行います。 
 
 

 
 

      関係機関等の連携・協力  
 

 

１ 石川県における推進体制の整備 

  

＜現状・課題等＞ 
平成１３年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が制定され、平成１４年には、文部

科学省により「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」が策定されました。                            

石川県では、これらを踏まえ、平成１６年３月に「石川県子ども読書活動推進計画」を策定

し、家庭・学校・地域社会において、子どもの読書活動を推進してきました。  

  今後も、関係機関等とより一層連携・協力するよう努めるとともに、市町においても推進体制 

が進むよう支援・助言を行っていく必要があります。 

 
＜施策の方向＞ 
 〇「石川県子ども読書活動推進計画」の周知を図ります。  

〇「石川県子ども読書活動推進計画」の点検・評価を行い、必要に応じて見直しを行います。 

 〇子どもの読書活動の推進のため、関係機関等と連携を図ります。 

 〇市町における推進体制が進むよう、支援・助言を行います。  

 

  【具体的な取組】 

①「石川県子ども読書活動推進計画」の周知  

       県ホームページにおいて掲載し、広く計画の周知を図ります。  

 

②「石川県子ども読書活動推進計画」の点検・評価 

       県担当者による計画の点検や子どもの読書活動の状況把握等を行う場を設定し 

ます（年１回）。 

 

③関係機関等との連携 

   県教育委員会と県福祉部局の連携を図るとともに、市町、図書館、学校、民間  

団体、民間企業等とのネットワーク構築にも努めます。  

 

④市町への支援・助言 

第３章  
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 他の市町の施策の紹介や、市町の要望に応じて、県内の市町が連携して読書活  

動を推進するための助言等を行います。 

 
 
２ 市町における推進体制の整備 

  

＜現状・課題等＞ 
子どもの読書活動推進には、子どもやその保護者にとって最も身近な立場にある市町の役割

が重要であり、県内各市町において、それぞれの地域の状況に応じた様々な子どもの読書活動

の推進に関する事業が実施されているところです。  

市町には、子どもの読書活動を一層推進するため、教育委員会のみならず関係部局が連携す

ることに加え、学校、図書館、民間団体、民間企業といった関係者の連携・協力によって、横

断的な取組が行われるような体制を整備することが求められています。このような施策を実施

するにあたり、各市町には「市町子ども読書活動推進計画」の策定に努めることが求められて

います。なお、平成３１年３月現在、県内１９市町中１９市町において、計画が策定されてい

ます。今後も、市町における策定や見直しが進むよう支援・助言を行っていく必要があります。  

 

 

＜施策の方向＞ 
〇市町に対し、「市町子ども読書活動推進計画」の策定や見直しを促します。 

 〇「市町子ども読書活動推進計画」の策定・見直しがなされるよう、支援・助言を行います。 

 

  【具体的な取組】 

①「市町子ども読書活動推進計画」の策定や見直しへの支援・助言等 

各市町で計画の策定・見直しがなされるよう、市町立図書館等を対象に「石川  

県子ども活動推進計画」についての理解を促します。  

未策定の市町には策定を促します。  

  市町からの要望に応じて、計画策定や見直しの際に助言等を行います。 

 
 
 

      理解の促進  
 

 

１ 「子ども読書の日」を中心とした啓発・広報 

  

＜現状・課題等＞ 

 「子ども読書の日」（４月２３日）は、広く子どもの読書活動についての関心と理解を深め

るとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、「子どもの読書活動の推進

に関する法律」（第１０条第１項）によって設けられたものです。  

 県内では、石川県公共図書館協議会が、４月２３日の「子ども読書の日」から５月２２日ま 

での１ヶ月間を「石川県子ども読書月間」と定め、県内全域で、子どもの読書推進活動を展開 

しています。 

 子どもの読書活動の推進に向けた気運が高まるよう、県立図書館をはじめ、市町立図書館、  

公民館や民間団体等が、「子ども読書の日記念講演会」等の事業を行うほか、各地で県民を対 

象とした事業が実施されることが望まれます。 

 また、「文字・活字文化の日」（１０月２７日）においても、文字・活字文化についての関心  

と理解を深めるための行事の実施が求められます。  

 

＜施策の方向＞ 
 〇国の広報事業と連携して、「子ども読書の日」を周知します。 

 〇「子ども読書の日」や「石川県子ども読書月間」等の趣旨にふさわしい事業を実施し、子 

どもの読書活動への関心を深める取組を展開します。  

第４章  
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  【具体的な取組】 

①広報活動 

      「子ども読書の日」や「石川県子ども読書月間」等にちなんだ広報を行います。  

 

②子どもの読書関連の行事を実施 

  「石川県子ども読書月間」において、子どもの読書や本について学ぶ講演会等、 

子どもの読書関連行事を実施します。  

 

 

 ２ 各種情報の収集・提供 

  

＜現状・課題等＞ 

 石川県では、子どもの読書に関する各種情報の収集・提供に努めています。さらに、多くの

人が容易に情報を入手し活用できるよう、各種情報の収集・提供機能の充実を図る必要があり

ます。  

  

＜施策の方向＞ 
〇県内外の子どもの読書に関する新しい取組等を情報収集します。  

〇子どもや保護者、子どもの読書活動に関わる人々へ情報提供します。 

 

  【具体的な取組】 

①情報の収集・提供 

  子どもの読書活動に関する図書館行事、ボランティア情報、優良図書情報等の各 

種情報をホームページ等を通して提供します。 

  学校、図書館、民間団体等の先駆的・モデル的な取組に関する情報を収集します。 

 
 
 
 
３ 優れた取組の奨励と優良図書の普及 
 

＜現状・課題等＞ 

 国では、子どもの読書を推進する活動に熱心に取り組んでいる学校、図書館、団体、個人に

対しての表彰を行っています。これらの優れた取組の紹介や奨励、優良図書の紹介等を家庭、

学校、地域社会に周知し、子どもの読書活動の推進を図る必要があります。  

 

＜施策の方向＞ 
 〇県推奨優良図書や国の社会保障審議会が児童福祉文化財として推薦を行っている優良図書 

等を普及・啓発します。  

 

   【具体的な取組】 

①子どもの本のリストの収集・配布 

子どもが優れた本に出合えるように、県推奨優良図書目録のほか、国や公立 

図書館、学校、読書活動団体等が作成した児童・青少年用図書資料リストを積 

極的に収集し、公立図書館や学校、関係機関等へ広く配布する等、子どもの読 

書活動がより活発化するよう、普及・啓発を行います。  

 

②子どもの本のリストの作成  

県立図書館において「おすすめの本」を選定し、図書館のホームページ上に 

掲載する等、県民に広く周知します。 
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＜資料１＞用語解説（本文中で※がついている用語の解説）  

NO.  用  語  解  説  

1  

 

ブ ッ ク ス タ ー ト   地 域 の 保 健 セ ン タ ー 等 で 行 わ れ る 乳 幼 児 健 診 等 の 機

会 に 、 保 護 者 に 対 し 、 親 子 で 一 緒 に 絵 本 を 読 む こ と の

大 切 さ を 伝 え な が ら 絵 本 を 手 渡 す 活 動 。  

2  

 

家 読 （ う ち ど く ）  家 庭 内 で の 読 書 活 動 。 親 子 で 同 じ 本 を 読 ん だ り 、 そ

れ ぞ れ が 読 ん だ 本 に つ い て の 感 想 を 話 し 合 っ た り す る

こ と で 、 読 書 の 習 慣 を つ け る と と も に 、 家 族 間 で の コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 図 ろ う と す る も の 。  

3  

 

L L ブ ッ ク  誰 も が 読 み や す い よ う に 書 か れ た 本 。 や さ し く 書 か

れ た 文 章 や 絵 文 字 、 絵 や 写 真 で 構 成 さ れ て い る 。

「 L L」 は ス ウ ェ ー デ ン 語 の 「 や さ し く 読 み や す い 」 の

略 。  

4  

 

デ イ ジ ー 図 書  D A I SY と い う 規 格 を 用 い た デ ジ タ ル 録 音 図 書 。 見 出

し か ら 検 索 し て 読 み た い 部 分 を 読 ん だ り 、 読 み 飛 ば し

た り 、 一 般 の 本 の よ う な 読 み 方 が で き る 。 「 D A I S Y」

は 、 D i g i t a l  Ac ce s s i b l e  I n f o r m a t i o n  Sy s t e m（ デ ジ タ ル

音 声 情 報 シ ス テ ム ） の 略 。  

5  学 校 司 書  専 ら 学 校 図 書 館 の 職 務 に 従 事 す る 職 員 。  

6  

 

レ フ ァ レ ン ス ・   

サ ー ビ ス  

図 書 館 等 で 、 利 用 者 の 問 い 合 わ せ に 応 じ 、 図 書 の 照

会 や 検 索 を す る 業 務 。  

7  石 川 県 公 共 図 書 館  

協 議 会  

県 内 の 公 共 図 書 館 を も っ て 組 織 さ れ た 会 。 県 内 公 共

図 書 館 相 互 の 連 絡 を 緊 密 に し 、 図 書 館 活 動 を 活 発 に す

る こ と を 目 的 と す る 。  

8  子 ど も 読 書 の 日   子 ど も の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 1 0 条 に て

規 定 さ れ る 。 国 民 の 間 に 広 く 子 ど も の 読 書 活 動 に つ い

て の 関 心 と 理 解 を 深 め る と と も に 、 子 ど も が 積 極 的 に

読 書 活 動 を 行 う 意 欲 を 高 め る た め 、 設 け ら れ た 日 。 ４

月 ２ ３ 日 。  

9  家 庭 ・ 地 域 文 庫   自 宅 や 公 の 施 設 の 一 室 で 、 お は な し 会 や 読 み 聞 か

せ 、 本 の 貸 出 し 等 を 行 う 個 人 や グ ル ー プ 。  

1 0  ストーリーテリング 語 り 手 が 昔 話 や 創 作 さ れ た 物 語 を 全 て 覚 え て 自 分 の

言 葉 で 語 り 聞 か せ 、 聞 き 手 が そ れ を 聞 い て 想 像 を 膨 ら

ま せ る 活 動 。  

1 1  子 ど も ゆ め 基 金  独 立 行 政 法 人 国 立 青 少 年 教 育 振 興 機 構 に 設 置 さ れ 、

青 少 年 教 育 に 関 す る 民 間 団 体 が 実 施 す る 読 書 活 動 や 体

験 活 動 に 対 し て 助 成 金 を 交 付 す る 。  

1 2  思 い や り 絵 本 読 み 聞

か せ 講 師 派 遣 事 業  

県 総 務 課 人 権 推 進 室 事 業 。 幼 少 期 か ら の 人 権 感 覚 を

育 む た め 、 幼 稚 園 等 が 実 施 す る 思 い や り 絵 本 の 読 み 聞

か せ に 対 し 、 講 師 を 派 遣 す る 。  

1 3  

 

絵 本 セ ン タ ー の   

つ ど い  

 石 川 県 健 民 運 動 推 進 本 部 事 業 。 絵 本 セ ン タ ー の 活 動

に 関 わ る 人 を 対 象 に 、 読 み 聞 か せ に つ い て 理 解 を 深 め

る こ と を 目 的 と し 、 絵 本 作 家 の 講 演 、 わ ら べ う た の 実

演 、 事 例 発 表 等 、 絵 本 に つ い て の 研 修 を 行 う も の 。 な

お 、 「 絵 本 セ ン タ ー 」 と は 、 保 護 者 等 が 絵 本 を 借 り て

家 に 持 ち 帰 る こ と が で き る 文 庫 を 設 置 し て い る 施 設 の



 

 

 

こ と （ 幼 稚 園 、 保 育 所 、 児 童 館 等 ） 。  

1 4  絵 本 ホ ー ム ラ イ ブ ラ

リ ー 運 動  

 石 川 県 健 民 運 動 推 進 本 部 が 昭 和 ５ ０ 年 度 か ら 、 「 幼

い 時 か ら 書 物 に 親 し み 、 豊 か な 心 を 育 て 、 親 子 の 対 話

の 場 を 広 げ る 」 た め に 推 進 す る 運 動 。  

1 5  司 書 教 諭  学 校 図 書 館 資 料 の 選 択 ・ 収 集 ・ 提 供 の ほ か 、 学 校 図

書 館 を 活 用 し た 教 育 活 動 の 企 画 の 実 施 、 教 育 課 程 の 編

成 に 関 す る 他 教 員 へ の 助 言 等 、 学 校 図 書 館 の 運 営 ・ 活

用 に つ い て 中 心 的 な 役 割 を 担 う 。 学 校 図 書 館 法 第 5 条

及 び 附 則 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ り 、 1 2 学 級 以

上 の 学 校 に は 必 ず 配 置 し な け れ ば な ら な い 。  

1 6  ビ ブ リ オ バ ト ル  発 表 者 が 読 ん で 面 白 い と 思 っ た 本 を 一 人 ５ 分 程 度 で

紹 介 し 、 そ の 発 表 に 関 す る 意 見 交 換 を ２ ～ ３ 分 程 度 行

う 。 全 て の 発 表 が 終 了 し た 後 に 、 ど の 本 が 一 番 読 み た

く な っ た か を 参 加 者 の 多 数 決 で 選 ぶ 活 動 。  

1 7  ペ ア 読 書  二 人 で 読 書 を 行 う も の で あ り 、 家 族 や 他 の 学 年 、 ク

ラ ス 等 様 々 な 単 位 で 一 冊 の 本 を 読 み 、 感 想 や 意 見 を 交

わ す 活 動 。  

1 8  ア ニ マ シ オ ン   子 ど も た ち の 参 加 に よ り 行 わ れ る 読 書 指 導 。 ゲ ー ム

や 著 者 訪 問 等 、 様 々 な 形 が あ る 。  

1 9  ス リ ッ ト   視 覚 に 障 害 の あ る 方 の 読 書 を サ ポ ー ト す る 道 具 。 別

名 、 リ ー デ ィ ン グ ト ラ ッ カ ー 。 両 隣 の 行 を 隠 し て 、 い

ま 読 ん で い る 行 だ け に 集 中 し て 文 章 を 読 む こ と が で き

る も の 。  

2 0  視 覚 障 害 教 育 情 報  

ネ ッ ト ワ ー ク  

独 立 行 政 法 人 国 立 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所 の 運 用 に

よ る 、 イ ン タ ー ネ ッ ト で 視 覚 障 害 教 育 全 般 に つ い て の

教 材 デ ー タ 提 供 及 び 情 報 提 供 を 行 う 場 で あ る 。 ま た 、

盲 学 校 間 等 視 覚 障 害 関 連 機 関 の 間 で の 情 報 交 換 ・ 意 見

交 換 の 場 で も あ る 。  

2 1  相 互 貸 借  図 書 館 の 相 互 協 力 の ひ と つ で 、 利 用 者 の 求 め に 応 じ

て 図 書 館 間 の 資 料 の 貸 借 （ 文 献 複 写 を 含 む ） を す る こ

と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

＜資料２＞子どもの読書活動の推進に関する法律  

           （平成１３年法律第１５４号：抜粋）  

 

（目的）  

第一条  この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、

並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子

どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、

子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。  

 

（基本理念）  

第二条  子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書

活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造

力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく

上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子

どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を

行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進さ

れなければならない。  

 

（地方公共団体の責務）  

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、

その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策

を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

（都道府県子ども読書活動推進計画等）  

第九条  都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするととも

に、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏

まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施

策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」と

いう。）を策定するよう努めなければならない。  

   ２  市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書

活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本

計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とするととも

に、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏ま

え、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策に



 

 

 

ついての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」とい

う。）を策定するよう努めなければならない。  
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